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2
６
　
国
の
財
産
、
公
文
書
及
び
債
務

に
つ
い
て
の
国
家
承
継
に
関
す

る
ウ
ィ
ー
ン
条
約（
国
家
財
産
等

承
継
条
約
）
（
抄
）

採

択　

一
九
八
三
年
四
月
八
日（
ウ
ィ
ー
ン
）

効
力
発
生

日

本

国
　

前
　
文
（
略
）

第
一
部
　
一
般
規
定

第
一
条（
こ
の
条
約
の
範
囲
）こ
の
条
約
は
、
国
の
財
産
、
公
文

書
及
び
債
務
に
つ
い
て
の
国
家
承
継
の
効
果
に
つ
い
て
適
用

す
る
。

第
二
条（
用
語
）

第
三
条（
こ
の
条
約
の
範
囲
に
入
る

　
　
　
　
　
　
　

国
家
承
継
の
場
合
）　

（
略
）

第
四
条（
こ
の
条
約
の
時
間
的
適
用
）

第
五
条（
他
の
事
項
に
つ
い
て
の
承
継
）

第
六
条（
自
然
人
又
は
法
人
の
権
利
及
び
義
務
）こ
の
条
約
中
の

い
か
な
る
規
定
も
、
自
然
人
又
は
法
人
の
権
利
及
び
義
務
に

関
す
る
い
か
な
る
問
題
に
も
、
い
か
な
る
点
に
お
い
て
も
影

響
を
及
ぼ
す
も
の
と
み
な
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

第
二
部
　
国
の
財
産

第
一
節
　
序

第
七
条（
こ
の
部
の
範
囲
）こ
の
部
の
条
は
、
先
行
国
の
国
の
財

産
に
関
す
る
国
家
承
継
の
効
果
に
対
し
て
適
用
す
る
。

第
八
条（
国
の
財
産
）こ
の
部
の
条
の
適
用
上
、「
先
行
国
の
国

の
財
産
」と
は
、
国
家
承
継
の
日
に
、
先
行
国
の
国
内
法
上
、

そ
の
国
が
所
有
し
て
い
た
財
産
、
権
利
及
び
利
益
を
い
う
。

第
九
条（
国
の
財
産
の
移
転
の
効
果
）
先
行
国
の
国
の
財
産
の

移
転
は
、
こ
の
部
の
条
の
規
定
に
従
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
、

先
行
国
の
権
利
を
消
滅
さ
せ
、
か
つ
、
承
継
国
に
移
転
し
た

国
の
財
産
に
対
す
る
承
継
国
の
権
利
を
発
生
さ
せ
る
。

第
一
〇
条（
国
の
財
産
が
移
転
す
る
日
）（
略
）

第
一
一
条（
国
の
財
産
の
無
償
に
よ
る
移
転
）こ
の
部
の
条
の
規

定
に
従
う
こ
と
を
条
件
と
し
、
か
つ
、
別
段
の
合
意
が
関
係

国
に
よ
り
行
わ
れ
る
か
又
は
適
切
な
国
際
機
関
に
よ
り
取
り

決
め
ら
れ
な
い
限
り
、
先
行
国
の
国
の
財
産
の
承
継
国
へ
の

移
転
は
無
償
で
行
な
わ
れ
る
。

第
一
二
条（
第
三
国
の
財
産
に
対
す
る
国
家
承
継
の
無
影
響
）（
略
）

第
一
三
条（
国
の
財
産
の
保
存
及
び
保
全
）こ
の
部
の
条
の
規
定

の
実
施
上
、
先
行
国
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
従
っ
て
承
継
国

に
移
転
す
る
国
の
財
産
の
損
傷
又
は
破
壊
を
防
止
す
る
た
め

の
あ
ら
ゆ
る
措
置
を
と
る
。

第
二
節
　
国
家
承
継
の
特
定
の
部
類
に
関
す
る
規
定

第
一
四
条（
国
の
領
域
の
一
部
の
移
譲
）１　

国
の
領
域
の
一
部

が
そ
の
国
か
ら
他
の
国
に
移
譲
さ
れ
る
と
き
、
先
行
国
の
国

の
財
産
の
承
継
国
へ
の
移
転
は
、
両
国
の
間
の
合
意
に
よ
り

定
め
ら
れ
る
。

２　

そ
の
よ
う
な
合
意
が
行
わ
れ
な
い
場
合
、

（a）

先
行
国
の
所
有
す
る
不
動
産
で
あ
っ
て
、
国
家
承
継
が

関
連
す
る
領
域
内
に
所
在
す
る
も
の
は
、
承
継
国
に
移
転

す
る
。

（b）

先
行
国
の
所
有
す
る
動
産
で
あ
っ
て
、
国
家
承
継
が
関

連
す
る
領
域
に
つ
い
て
の
先
行
国
の
活
動
に
係
る
も
の
は
、

承
継
国
に
移
転
す
る
。

第
一
五
条（
新
独
立
国
）１　

承
継
国
が
新
独
立
国
で
あ
る
場
合
、

（a）

先
行
国
の
所
有
す
る
不
動
産
で
あ
っ
て
、
国
家
承
継
が

関
連
す
る
領
域
内
に
所
在
す
る
も
の
は
、
承
継
国
に
移
転

す
る
。

（b）　

国
家
承
継
が
関
連
す
る
領
域
に
属
し
て
い
た
不
動
産
で

ベ
ー
シ
ッ
ク
条
約
集
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あ
っ
て
、
従
属
し
て
い
た
期
間
中
に
こ
の
領
域
の
外
に
所

在
し
、
か
つ
、
先
行
国
の
国
の
財
産
と
な
っ
て
い
た
も
の

は
、
承
継
国
に
移
転
す
る
。

（c）　

先
行
国
の
所
有
す
る
不
動
産
で
あ
っ
て
、

（b）
に
掲
げ
る

も
の
に
含
ま
れ
ず
、
国
家
承
継
が
関
連
す
る
領
域
の
外
に

所
在
し
、
か
つ
、
そ
の
創
設
に
つ
い
て
従
属
地
域
が
寄
与

し
た
も
の
は
、
そ
の
従
属
地
域
の
寄
与
の
程
度
に
応
じ
て
、

承
継
国
に
移
転
す
る
。

（d）　

先
行
国
の
所
有
す
る
動
産
で
あ
っ
て
、
国
家
承
継
が
関

連
す
る
領
域
に
つ
い
て
の
先
行
国
の
活
動
に
係
る
も
の
は
、

承
継
国
に
移
転
す
る
。

（e）　

国
家
承
継
が
関
連
す
る
領
域
に
属
し
て
い
た
動
産
で

あ
っ
て
、
従
属
し
て
い
た
期
間
中
に
先
行
国
の
国
の
財
産

と
な
っ
て
い
た
も
の
は
、
承
継
国
に
移
転
す
る
。

（f）　

先
行
国
の
所
有
す
る
動
産
で
あ
っ
て
、

（d）
及
び

（e）
に
掲

げ
る
も
の
に
含
ま
れ
ず
、
か
つ
、
そ
の
創
設
に
つ
い
て
従

属
地
域
が
寄
与
し
た
も
の
は
、
そ
の
従
属
地
域
の
寄
与
の

程
度
に
応
じ
て
、
承
継
国
に
移
転
す
る
。

２　

新
独
立
国
が
二
又
は
三
以
上
の
従
属
地
域
を
も
っ
て
構
成

さ
れ
る
場
合
、
先
行
国
の
国
の
財
産
の
新
独
立
国
へ
の
移
転

は
、
１
の
規
定
に
従
っ
て
定
め
ら
れ
る
。

３　

従
属
地
域
が
そ
の
国
際
関
係
に
つ
い
て
責
任
を
負
っ
て
い

た
国
以
外
の
国
の
領
域
の
一
部
と
な
る
場
合
、
先
行
国
の
国

の
財
産
の
承
継
国
へ
の
移
転
は
、
１
の
規
定
に
従
っ
て
定
め

ら
れ
る
。

４　

１
か
ら
３
ま
で
の
規
定
の
適
用
以
外
の
方
法
に
よ
り
、
先

行
国
の
国
の
財
産
の
承
継
を
定
め
る
た
め
に
先
行
国
と
新
独

立
国
と
の
間
に
締
結
さ
れ
る
協
定
は
、
富
と
天
然
資
源
に
対

す
る
す
べ
て
の
人
民
の
永
久
的
主
権
の
原
則
を
侵
害
し
て
は

な
ら
な
い
。

第
一
六
条（
国
の
結
合
） （
略
）

第
一
七
条（
国
の
領
域
の
一
又
は
二
以
上
の
部
分
の
分
離
）１　

国
の
領
域
の
一
又
は
二
以
上
の
部
分
が
そ
の
国
か
ら
分
離
し

て
一
承
継
国
を
構
成
す
る
場
合
、
先
行
国
と
承
継
国
と
が
別

段
の
合
意
を
行
わ
な
い
限
り
、

（a）　

先
行
国
の
所
有
す
る
不
動
産
で
あ
っ
て
、
国
家
承
継
が

関
連
す
る
領
域
内
に
所
在
す
る
も
の
は
、
承
継
国
に
移
転

す
る
。

（b）　

先
行
国
の
所
有
す
る
動
産
で
あ
っ
て
、
国
家
承
継
が
関

連
す
る
領
域
に
つ
い
て
の
先
行
国
の
活
動
に
係
る
も
の
は
、

承
継
国
に
移
転
す
る
。

（c）　

先
行
国
の
所
有
す
る
動
産
で
あ
っ
て
、

（b）
に
掲
げ
る
も

の
に
含
ま
れ
な
い
も
の
は
、
衡
平
な
割
合
に
お
い
て
承
継

国
に
移
転
す
る
。

２　

１
の
規
定
は
、
国
の
領
域
の
一
部
が
そ
の
国
か
ら
分
離
し

て
他
の
国
と
結
合
す
る
場
合
に
適
用
す
る
。

３　

１
及
び
２
の
規
定
は
、
国
家
承
継
の
結
果
生
じ
る
こ
と
の

あ
る
先
行
国
と
承
継
国
と
の
衡
平
な
補
償
に
関
す
る
い
か
な

る
問
題
を
も
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

第
一
八
条（
国
の
分
裂
）１　

国
が
分
裂
し
て
消
滅
し
、
先
行
国

の
領
域
の
部
分
が
二
又
は
三
以
上
の
承
継
国
を
構
成
す
る
場

合
、
当
該
承
継
国
が
別
段
の
合
意
を
行
わ
な
い
限
り
、

（a）　

先
行
国
の
所
有
す
る
不
動
産
は
、
そ
の
所
在
す
る
領
域

を
有
す
る
承
継
国
に
移
転
す
る
。

（b）　

先
行
国
の
所
有
す
る
不
動
産
で
あ
っ
て
、
そ
の
領
域
の

外
に
所
在
す
る
も
の
は
、
衡
平
な
割
合
に
お
い
て
承
継
国

に
移
転
す
る
。

（c）　

先
行
国
の
所
有
す
る
動
産
で
あ
っ
て
、
国
家
承
継
が
関

連
す
る
諸
領
域
に
つ
い
て
の
先
行
国
の
活
動
に
係
る
も
の

は
、
当
該
承
継
国
に
移
転
す
る
。

（d）　

先
行
国
の
所
有
す
る
動
産
で
あ
っ
て
、

（c）
に
掲
げ
る
も

の
に
含
ま
れ
な
い
も
の
は
、
衡
平
な
割
合
に
お
い
て
承
継

国
に
移
転
す
る
。

２　

１
の
規
定
は
、
国
家
承
継
の
結
果
生
じ
る
こ
と
の
あ
る
承

継
国
の
間
の
衡
平
な
補
償
に
関
す
る
い
か
な
る
問
題
を
も
妨

げ
る
も
の
で
は
な
い
。

第
三
部
　
国
の
公
文
書

第
一
節
　
序

第
一
九
条（
こ
の
部
の
範
囲
）こ
の
部
の
条
は
、
先
行
国
の
国
の

公
文
書
に
関
す
る
国
家
承
継
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

第
二
〇
条（
国
の
公
文
書
）こ
の
部
の
条
の
適
用
上
、「
先
行
国

の
国
の
公
文
書
」と
は
、
国
家
承
継
の
日
に
、
先
行
国
の
国

内
法
上
そ
の
国
に
属
し
、
か
つ
、
目
的
の
い
か
ん
を
問
わ
ず

公
文
書
と
し
て
先
行
国
が
直
接
保
存
し
て
い
た
か
又
は
そ
の

管
理
の
下
に
置
い
て
い
た
す
べ
て
の
文
書（
そ
の
時
期
及
び

種
類
の
い
か
ん
を
問
わ
な
い
。）で
あ
っ
て
、
先
行
国
が
そ
の

任
務
遂
行
に
当
っ
て
作
成
し
又
は
受
領
し
た
も
の
を
い
う
。

第
二
一
条（
国
の
公
文
書
の
移
転
の
効
果
）

第
二
二
条（
国
の
公
文
書
が
移
転
す
る
日
）

第
二
三
条（
国
の
公
文
書
の
無
償
に
よ
る
移
転
）

第
二
四
条（
第
三
国
の
公
文
書
に
対
す
る
国
家 　
（
略
）

　

承
継
の
無
影
響
）

第
二
五
条（
国
の
公
文
書
群
の
一
体
性
の
保
存
）

第
二
六
条（
国
の
公
文
書
の
保
存
及
び
保
全
）

第
二
節
　
国
家
承
継
の
特
定
の
部
類
に
関
す
る
規
定

第
二
七
条（
国
の
領
域
の
一
部
の
移
譲
）１　

国
の
領
域
の
一
部

が
そ
の
国
か
ら
他
の
国
に
移
譲
さ
れ
る
場
合
、
先
行
国
の
国

の
公
文
書
の
承
継
国
へ
の
移
転
は
、
両
国
の
間
の
合
意
に
よ

り
定
め
る
。

２
～
５（
略
）

第
二
八
条（
新
独
立
国
）１　

承
継
国
が
新
独
立
国
で
あ
る
場
合
、

（a）　

国
家
承
継
が
関
連
す
る
領
域
に
属
し
て
き
た
公
文
書
で

あ
っ
て
、
従
属
し
て
い
た
期
間
中
に
先
行
国
の
国
の
公
文

書
と
な
っ
て
い
た
も
の
は
、
新
独
立
国
に
移
転
す
る
。

（b）　

先
行
国
の
国
の
公
文
書
の
一
部
で
あ
っ
て
、
国
家
承
継

が
関
連
す
る
領
域
の
正
常
な
統
治
の
た
め
そ
の
領
域
内
に

置
か
れ
る
べ
き
も
の
は
、
新
独
立
国
に
移
転
す
る
。

（c）　

先
行
国
の
国
の
公
文
書
の
一
部
で
あ
っ
て
、

（a）
及
び

（b）

に
掲
げ
る
も
の
に
含
ま
れ
ず
、
国
家
承
継
が
関
連
す
る
領

域
に
専
ら
又
は
主
と
し
て
係
る
も
の
は
、
新
独
立
国
に
移

転
す
る
。

２　

先
行
国
の
国
の
公
文
書
の
一
部
又
は
適
切
な
写
し
で
あ
っ

ベ
ー
シ
ッ
ク
条
約
集
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て
、
１
の
規
定
に
掲
げ
る
も
の
に
含
ま
れ
て
は
い
な
い
が
国

家
承
継
が
関
連
す
る
領
域
に
と
っ
て
は
関
連
が
あ
る
も
の
の

移
転
は
、
先
行
国
と
新
独
立
国
と
の
間
の
合
意
に
よ
り
、
こ

れ
ら
の
国
が
先
行
国
の
国
の
公
文
書
の
当
該
部
分
か
ら
、
可

能
な
限
り
広
く
か
つ
衡
平
な
利
益
を
得
る
よ
う
な
方
法
に
お

い
て
定
め
る
。

３　

先
行
国
は
新
独
立
国
に
対
し
て
、
新
独
立
国
の
領
域
の
権

原
若
し
く
は
そ
の
境
界
を
証
明
す
る
た
め
、
又
は
こ
の
条
の

他
の
規
定
に
従
っ
て
新
独
立
国
に
移
転
し
た
先
行
国
の
国
の

公
文
書
中
の
特
定
文
書
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
必

要
で
あ
る
利
用
可
能
な
最
善
の
証
拠
を
、
そ
の
国
の
公
文
書

の
中
か
ら
提
供
す
る
。

４　

先
行
国
は
、
国
家
承
継
が
関
連
す
る
領
域
に
属
し
て
い
た

い
ず
れ
か
の
公
文
書
で
あ
っ
て
、
従
属
し
て
い
た
期
間
中
に

散
逸
し
た
も
の
を
回
収
す
る
た
め
の
努
力
に
お
い
て
、
承
継

国
と
協
力
す
る
。

５
～
６（
略
）

７　

先
行
国
の
国
の
公
文
書
に
関
し
て
先
行
国
と
新
独
立
国
と

の
間
に
締
結
さ
れ
る
協
定
は
、
そ
れ
ら
の
国
の
人
民
が
有
す

る
発
展
の
権
利
、
各
自
の
歴
史
に
つ
い
て
の
情
報
に
対
す
る

権
利
、
及
び
各
自
の
文
化
遺
産
に
対
す
る
権
利
を
侵
害
し
て

は
な
ら
な
い
。

第
二
九
条（
国
の
結
合
）二
又
は
三
以
上
の
国
が
結
合
し
て
一
承

継
国
を
構
成
す
る
場
合
、
先
行
国
の
国
の
公
文
書
は
承
継
国

に
移
転
す
る
。

第
三
〇
条（
国
の
領
域
の
一
又
は
二
以
上
の
部
分
の
分
離
）１

国
の
領
域
の
一
又
は
二
以
上
の
部
分
が
そ
の
国
か
ら
分
離
し

て
一
国
を
構
成
す
る
場
合
、
先
行
国
と
承
継
国
と
が
別
段
の

合
意
を
行
わ
な
い
限
り
、

（a）

先
行
国
の
国
の
公
文
書
の
一
部
で
あ
っ
て
、
国
家
承
継

が
関
連
す
る
領
域
の
正
常
な
統
治
の
た
め
に
そ
の
領
域
内

に
置
か
れ
る
べ
き
も
の
は
、
承
継
国
に
移
転
す
る
。

（b）

先
行
国
の
国
の
公
文
書
の
一
部
で
あ
っ
て
、

（a）
に
掲
げ

る
も
の
に
含
ま
れ
ず
、
国
家
承
継
が
関
連
す
る
領
域
に
直

接
係
る
も
の
は
、
承
継
国
に
移
転
す
る
。

２
～
５（
略
）

第
三
一
条（
国
の
分
裂
）１

国
が
分
裂
し
て
消
滅
し
、
先
行
国

の
領
域
の
部
分
が
二
又
は
三
以
上
の
承
継
国
を
構
成
す
る
場

合
、
当
該
承
継
国
が
別
段
の
合
意
を
行
わ
な
い
限
り
、

（a）

先
行
国
の
国
の
公
文
書
の
一
部
で
あ
っ
て
、
承
継
国
の

領
域
の
正
常
な
統
治
の
た
め
に
そ
の
領
域
内
に
置
か
れ
る

べ
き
も
の
は
、
承
継
国
に
移
転
す
る
。

（b）

先
行
国
の
国
の
公
文
書
の
一
部
で
あ
っ
て
、

（a）
に
掲
げ

る
も
の
に
含
ま
れ
ず
国
家
承
継
が
関
連
す
る
領
域
に
直
接

係
る
も
の
は
、
承
継
国
に
移
転
す
る
。

２
～
５（
略
）

第
四
部
　
国
の
債
務

第
一
節
　
序

第
三
二
条（
こ
の
部
の
範
囲
）こ
の
部
の
条
は
、
国
の
債
務
に
関

す
る
国
家
承
継
の
効
果
に
対
し
て
適
用
す
る
。

第
三
三
条（
国
の
債
務
）こ
の
部
の
条
の
適
用
上
、「
国
の
債
務
」

と
は
、
先
行
国
の
財
政
上
の
義
務
で
あ
っ
て
、
国
際
法
に
従

い
他
の
国
、
国
際
機
関
又
は
他
の
い
ず
れ
か
の
国
際
法
主
体

に
対
し
て
生
じ
る
も
の
を
い
う
。

第
三
四
条（
国
の
債
務
の
移
転
の
効
果
）

第
三
五
条（
国
の
債
務
が
移
転
す
る
日
）　
　
　
　
　

（
略
）

第
三
六
条（
債
権
者
に
対
す
る
国
家
承
継
の
無
影
響
）

第
二
節
　
国
家
承
継
の
特
定
の
部
類
に
関
す
る
規
定

第
三
七
条（
国
の
領
域
の
一
部
の
移
譲
）１　

国
の
領
域
の
一
部

が
そ
の
国
か
ら
他
の
国
に
移
譲
さ
れ
る
場
合
、
先
行
国
の
国

の
債
務
の
承
継
国
へ
の
移
転
は
、
両
国
の
間
の
合
意
に
よ
り

定
め
る
。

２

そ
の
よ
う
な
合
意
が
行
わ
れ
な
い
場
合
、
先
行
国
の
国
の

債
務
は
、
特
に
そ
の
債
務
に
関
連
し
て
承
継
国
に
移
転
す
る

財
産
、
権
利
及
び
権
益
を
考
慮
に
入
れ
て
、
衡
平
な
割
合
に

お
い
て
承
継
国
に
移
転
す
る
。

第
三
八
条（
新
独
立
国
）１　

承
継
国
が
新
独
立
国
で
あ
る
場
合
、

先
行
国
の
い
か
な
る
国
の
債
務
も
、
先
行
国
の
国
の
債
務
で

あ
っ
て
国
家
承
継
が
関
連
す
る
領
域
に
お
け
る
先
行
国
の
活

動
に
係
る
も
の
と
、
新
独
立
国
に
移
転
す
る
財
産
、
権
利
及

び
権
益
と
の
間
の
結
合
関
係
に
か
ん
が
み
、
両
国
の
間
に
お

い
て
別
段
の
合
意
が
行
わ
れ
る
の
で
な
い
限
り
、
新
独
立
国

に
移
転
し
な
い
。

２　

１
に
い
う
合
意
は
、
富
と
天
然
資
源
に
対
す
る
す
べ
て
の

人
民
の
永
久
的
主
権
の
原
則
を
侵
害
し
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
、

そ
の
実
施
は
新
独
立
国
の
基
本
的
な
経
済
上
の
均
衡
を
危
険

に
陥
れ
て
は
な
ら
な
い
。

第
三
九
条（
国
の
結
合
）二
又
は
三
以
上
の
国
が
結
合
し
て
一
承

継
国
を
構
成
す
る
場
合
、
先
行
国
の
国
の
債
務
は
、
承
継
国

に
移
転
す
る
。

第
四
〇
条（
国
の
領
域
の
一
又
は
二
以
上
の
部
分
の
分
離
）１　

国
の
領
域
の
一
又
は
二
以
上
の
部
分
が
そ
の
国
か
ら
分
離
し

て
一
国
を
構
成
す
る
場
合
、
先
行
国
と
承
継
国
と
が
別
段
の

合
意
を
行
わ
な
い
限
り
、
先
行
国
の
国
の
債
務
は
、
特
に
そ

の
債
務
に
関
連
し
て
承
継
国
に
移
転
す
る
財
産
、
権
利
及
び

権
益
を
考
慮
に
入
れ
て
、
衡
平
な
割
合
に
お
い
て
承
継
国
に

移
転
す
る
。

２　

１
の
規
定
は
、
国
の
領
域
の
一
部
が
そ
の
国
か
ら
分
離
し

て
他
の
国
と
結
合
す
る
場
合
に
適
用
す
る
。

第
四
一
条（
国
の
分
裂
）
国
が
分
裂
し
て
消
滅
し
、
先
行
国
の

領
域
の
部
分
が
二
又
は
三
以
上
の
承
継
国
を
構
成
す
る
場
合
、

当
該
承
継
国
が
別
段
の
合
意
を
行
わ
な
い
限
り
、
先
行
国
の

国
家
債
務
は
、
特
に
そ
の
債
務
に
関
連
し
て
承
継
国
に
移
転

す
る
財
産
、
権
利
及
び
権
益
を
考
慮
に
入
れ
て
、
衡
平
な
割

合
に
お
い
て
承
継
国
に
移
転
す
る
。

第
五
部
　
紛
争
の
解
決

第
六
部
　
最
終
規
定

（
略
）

附
属
書 ベ

ー
シ
ッ
ク
条
約
集




